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Smart Data Platformサービス利用規約 別冊（ネットワーク） 
 

 
Smart Data Platformサービス利用規約 別冊（ネットワーク） 
 

  
第1章～第4章 （略） 第1章～第4章 （略） 

  
別紙1 （略） 別紙1 （略） 
  
別紙2 インターネット/関連サービス提供条件等 
1 メニュー一覧 

別紙2 インターネット/関連サービス提供条件等 
1 メニュー一覧 

 メニュー 内容   メニュー 内容  
 (1) Super OCN Flexible Con

nect 
SDPFサービスの1つであって、インターネット接
続機能又はインターネット接続に付随する機能
をオンデマンドにより提供するもの（Distribute
d Secure Internet GateWayその他本規約に
基づき提供するこのメニュー以外のメニュー等
及び当社が本規約以外の契約約款等を定めて提
供するものを除きます。） 

  (1) Super OCN Flexible Con
nect 

インターネット接続機能又はインターネット接
続に付随する機能をオンデマンドにより提供す
るもの（Distributed Secure Internet GateWay
その他本規約に基づき提供するこのメニュー以
外のメニュー等及び当社が本規約以外の契約約
款等を定めて提供するものを除きます。） 

 

 (2) （略） （略）   (2) （略） （略）  
 (3) Akamai FastDNS 契約者独自ドメインの名前解決のためのAkamai 

Technologies, Inc. (以下、「Akamai」といいま
す。)が提供するFastDNSサービスを利用するこ
とができ、外部向けDNSサービスを提供するもの 

  (3) Akamai FastDNS 契約者独自ドメインの名前解決のためのAkamai 
Technologies, Inc. (以下、「Akamai」といいま
す。)が提供するFastDNSを利用することができ、
外部向けDNSを提供するもの 

 

 (4) Akamai Global Server L
oad Balance 

Akamaiが提供するロードバランスサービス 
(Global Traffic Management - Standard)を利
用することができ、複数拠点のサーバーへの通信
を制御する機能を提供します。エンドユーザーの
アクセスFQDNを 本メニューに振りむけること
により、ルールベースのロードバランシングをす
るもの 

  (4) Akamai Global Server L
oad Balance 

Akamaiが提供するロードバランスサービス (Gl
obal Traffic Management - Standard)を利
用することができ、複数拠点のサーバーへの通信
を制御する機能及びアクセス先FQDNを本メニ
ューに振りむけることにより、ルールベースのロ
ードバランシングを提供するもの 
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 (5) Distributed Secure Inter

net GateWay 
SDPFサービスの１つであって、当社のインター
ネット接続機能や付加機能を、オンデマンドに提
供するもの 

  (5) Distributed Secure Inter
net GateWay 

負荷分散されたインターネット接続機能及びセ
キュリティ機能をオンデマンドに提供するもの 

 

     (6) CDN Platform Powered 
by EdgeCast 

グローバルに分散配置したEdgeCastのキャッシ
ュサーバーにより、安定した配信とパフォーマン
スの向上を実現する、コンテンツ配信を提供する
もの 

 

     (7) CDN/Edge Platform Po
wered by Akamai 

グローバルに分散配置したAkamaiのエッジプラ
ットフォームにより、安定した配信とパフォーマ
ンスの向上を実現する高機能コンテンツ配信、お
よび安全性を実現する高度セキュリティを提供
するもの 

 

  
2 各メニュー等の提供条件等 
 (1) （略） 

2 各メニュー等の提供条件等 
 (1) （略） 

 (2) DNS 
  A 提供条件等 

 (2) DNS 
  A 提供条件等 

 提供条件等   提供条件等  
 1 本メニューでは契約者独自ドメインの名前解決のための外部向けコンテンツサー

バー（権威DNSサーバー）を提供いたします。 
2 本メニューでは、はじめにゾーン（本メニューでドメインを管理する単位。1ドメ
インが1ゾーン）を作成していただき、ゾーンの作成・編集・削除、その中に含ま
れるレコードセットの作成・編集・削除が可能です。 

 
3～8 （略） 

  1 本メニューでは契約者独自ドメインの名前解決のための外部向けコンテンツサー
バー（権威DNSサーバー）を提供します。 

2 本メニューでは、はじめにゾーン（本メニューでドメインを管理する単位であっ
て、1ドメインを1ゾーンとします。以下(2)において同じとします。）を作成して
いただき、ゾーンの作成・編集・削除、その中に含まれるレコードセットの作成・
編集・削除が可能です。 

3～8 （略） 

 

 備考 （略）   備考 （略）  
  
  B （略）   B （略） 
 (3) Akamai FastDNS 
  A 提供条件等 

 (3) Akamai FastDNS 
  A 提供条件等 

 提供条件等   提供条件等  
 1 本メニューは、契約者独自ドメインの名前解決のためのAkamai Technologies, 

Inc. (以下、「Akamai」といいます。)が提供するFastDNSサービスを利用すること
ができ、外部向けDNSサービスを提供いたします。 

  1 本メニューは、契約者独自ドメインの名前解決のためのAkamaiが提供する
FastDNSを利用することができ、外部向けDNSを提供します。 
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 2 AkamaiがFastDNSの提供を廃止（Akamaiが当社に対して通知するものをいいま

す）する場合、当社はその提供の廃止に応じて、本メニューの提供を廃止すること
ができるものとします。その提供の廃止にあたっては、当社はあらかじめ契約者に
対して通知するものとします。 

  2 AkamaiがFastDNSの提供を廃止する場合、当社はその提供の廃止に応じて、本
メニューの提供を廃止することができるものとします。その提供の廃止にあたって
は、当社はあらかじめ契約者に対して通知するものとします。ただし、Akamaiか
ら当社に対して通知がなかった場合は、この限りではありません。 

 

 3～6 （略）   3～6 （略）  
 7 本メニューの構成品とお客さま環境との相性により起こり得る不具合、またはお

客さまが弊社指定以外の操作を行った場合に発生する不具合については、その回復
の保証はできません。 

  7 本メニューの構成品と契約者の環境との相性により起こり得る不具合、または契
約者が当社指定以外の操作を行った場合に発生する不具合については、その回復の
保証はできません。 

 

 8 本メニューを構成する機器の開発元または販売元に、以下の情報を提供する場合
があります。 
(1)～(2) （略） 

  8 本メニューの提供にあたりAkamaiへ以下の情報を提供する場合があります。 
 

(1)～(2) （略） 

 

 備考 （略）   備考 （略）  
  
  B （略）   B （略） 
 (4) Akamai Global Server Load Balance 
  A 提供条件等 

 (4) Akamai Global Server Load Balance 
  A 提供条件等 

 提供条件等   提供条件等  
 1 本メニューは、Akamaiが提供するロードバランスサービス (Global Traffic Ma

nagement - Standard)を利用することができ、複数拠点のサーバーへの通信を
制御する機能を提供します。エンドユーザーのアクセスFQDNを 本メニューに振
りむけることにより、ルールベースのロードバランシングをすることが可能です。 

  1 本メニューは、Akamaiが提供するロードバランスサービス (Global Traffic 
Management - Standard)を利用することができ、複数拠点のサーバーへの通信
を制御する機能を提供します。アクセス先FQDNを本メニューに振りむけることに
より、ルールベースのロードバランシングをすることが可能です。 

 

 2 AkamaiがGlobal Server Load Balanceを廃止する場合、当社はその廃止に応
じて、本メニューを廃止することができるものとします。その廃止にあたっては、
当社はあらかじめ契約者に対して通知するものとします。 

  2 AkamaiがGlobal Server Load Balanceを廃止する場合、当社はその廃止に応じ
て、本メニューを廃止することができるものとします。その廃止にあたっては、当
社はあらかじめ契約者に対して通知するものとします。ただし、Akamaiから当社
に対して通知がなかった場合は、この限りではありません。 

 

 3 （略）   3 （略）  
 4 本メニュー利用にあたり、アクセス先FQDNのDNS設定(CNAME)は契約者の責任

で実施ください。 
  4 本メニュー利用にあたり、アクセス先FQDNのDNS設定(CNAME)は契約者の責任

で実施するものとします。 
 

 5 本メニューで利用するアクセス先FQDNまたはIPアドレス、サーバーのFQDNま
たはIPアドレスは契約者にてご用意ください。 

  5 本メニューで利用するアクセス先FQDNまたはIPアドレス、サーバーのFQDNま
たはIPアドレスは契約者にて用意するものとします。 

 

 6 本メニューの提供にあたり、Akamai社へ「設定情報」、「制御などに関する情報」
を提供する場合があります。 

  6 本メニューの提供にあたり、Akamaiへ「設定情報」、「制御などに関する情報」
を提供する場合があります。 

 

 備考 （略）   備考 （略）  
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  B （略）   B （略） 
 (5) Distributed Secure Internet GateWay（DSIGW） 
  A 提供条件等 

 (5) Distributed Secure Internet GateWay（DSIGW） 
  A 提供条件等 

 提供条件等   提供条件等  
 1 当社は、DSIGWにて利用可能なインターネット接続機能及び、プロキシ機能、セ

キュリティ機能（DSIGWポータルまたはAPI経由で本メニュー（当社が指定するも
のに限ります。）の管理が可能な機能をいいます。）を提供します。 

  1 当社は、DSIGWにて利用可能なインターネット接続機能及び、プロキシ機能、セ
キュリティ機能を提供します。 

 

 2～15 （略）   2～15 （略）  
 備考 （略）   備考 （略）  
  
  B （略）   B （略） 

  
(6) CDN Platform Powered by EdgeCast 

A 提供条件等 
 (A) 用語の定義 

     用語 用語の意味  
     1 コンテンツデリバリーネッ

トワーク 
契約者が保持するホームページ等に係る情報の
一部を契約者の指定により、エッジサーバーに保
存し、その蓄積した情報の配信を行うもの 

 

     2 エッジサーバー 契約者が保持又は指定するホームページに係る
情報を自動的に蓄積する電気通信設備又はその
情報へのアクセス情報等の管理を行うために当
社若しくは提携事業者が設置する電気通信設備 

 

     3 ＣＤＮ識別番号 利用内容等を識別するための番号であって、CD
N Platform Powered by EdgeCastの申込み
に基づいて当社が契約者に割り当てるもの 

 

  
 (B) 利用権の譲渡 

a 契約者は、共通編第13条（契約に基づく権利の譲渡）の規定にかかわらず、CDN 
Platform Powered by EdgeCastを利用する権利を譲渡することができません。
ただし当社が譲渡を承認した場合はこの限りでありません。 

 (C) 契約期間 
 a 本メニューには、契約期間があります。 
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 b aの契約期間は、本メニューの提供を開始した日から起算して１年間とし、１年

後の契約期間満了日の１ヶ月前までに当社指定の方法により当社に本メニューの
利用を継続しない旨の申出が無い場合、契約期間は１年間自動的に延長されるも
のとします。以降についても同様とします。 

 c 契約者は、bの契約期間内（本メニューの利用を継続しない旨の申出が無かった
ことにより延長された契約期間を含みます。c及びdにおいて同じとします。）に
本メニューの廃止があった場合は、当社が定める期日までに、残余の料金月数（廃
止のあった日の属する料金月の翌料金月から契約期間の満了日の属する料金月ま
でとします。）に対応する本メニューの利用料金（加算額を除きます。）に相当す
る額を一括して支払っていただきます。 

 d 契約者は、ｂの契約期間内に本メニューの利用内容の変更に伴う利用料金（加算
額を除きます。）の減額があった場合、当社が定める期日までに、残余の料金月数
（その減額となった料金月から契約期間の満了日の属する料金月までとします。）
に対応する減額分（加算額を除きます。）に相当する額を一括して支払っていた
だきます。 

 e 当社は、次の場合には、ｃ及びｄの規定を適用しません。 
 (a) 共通編第16条（利用中止）の規定に基づき本メニューの廃止又は利用内容の

変更があったとき 
(b) 契約期間を延長する場合において、その延長前の契約期間満了日の属する料
金月の翌料金月に利用内容の変更があったとき 

 (D) 契約者が行う本メニューの廃止 
 a 契約者は、本メニューを廃止しようとするときは、廃止しようとする日の１ヶ月

前までに当社指定の方法により当社に通知いただきます。 
 (E) 利用に係る契約者の義務 

 a 契約者は、共通編第32条（契約者の義務）に加え、次のことを守っていただきま
す。 

 (a) 当社が別途、当社のサービスサイト(https://sdpf.ntt.com)に定める適正利
用規定（CDN AUP）を遵守すること。 

 (F) その他条件 
 a 本メニューに係る通信において、当社は本メニューの提供範囲外の電機通信設備

に係る通信の品質を保証しません。 
 b 当社は、共通編第26条（データの消去）に定めるほか、共通編第16条（利用中

止）第1項各号に該当するときは、現にエッジサーバーに蓄積している情報の配信
を停止し、又は消去することがあります。 
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 c bの規定により現に蓄積している情報の転送の停止又は消去を行う場合は、当社

は、あらかじめそのことを契約者に通知します。なお、緊急やむを得ない場合は、
この限りではありません。 

 d 当社は、情報の蓄積又は転送等に伴う損害（bの規定により現に蓄積している情
報の転送の停止又は消去を行ったことに伴い発生するものを含む）については、
責任を負いません。 

 e 本メニューに係るその他の条件は、当社のサービスサイト(https://sdpf.ntt.co
m/)又は当社が別に定めるものとします。 

  
B 料金算定方法 

 (A) 本メニューの利用料金は、本別冊、当社のサービスサイト(https://sdpf.ntt.co
m/)又は当社が別に定める使用料とします。その料金額については、当社が別に定め
るものとします。 

 (B) 本メニューの工事に関する費用は、工事費とし、当社のサービスサイト(https:/
/sdpf.ntt.com/)又は当社が別に定めるところによります。その工事費の額について
は、当社が別に定めるものとします。 

 (C) 契約者は、当社が本メニューの提供を開始した日から起算して、契約の解除があ
った日までの期間（提供を開始した日と廃止のあった日が同一の料金月に属する場
合は、１料金月とします。）について、本メニューに係る利用料金の支払いを要しま
す。 

 (D) 利用料金の返還 
a 共通編第20条（料金の支払義務）の規定にかかわらず、契約者は、次の場合は本
メニューを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要しません。 

     区別 支払いを要しない料金  
     １ 契約者の責めによらない理由により、そ

の本メニューを全く利用できない状態（本
メニューに係る電気通信設備による全て
の通信に著しい支障が生じ、全く利用でき
ない状態と同程度の状態となる場合を含
みます。）が生じた場合（２欄又は３欄に
該当する場合を除きます。）にそのことを
当社が知った時刻から起算して、24時間以
上その状態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の
利用できなかった時間（24時間の倍
数である部分に限ります。）につい
て、24時間ごとに日数を計算し、そ
の日数に対応するその本メニューに
ついての料金（基本額に限ります）。 

 

https://sdpf.ntt.com/
https://sdpf.ntt.com/
https://sdpf.ntt.com/
https://sdpf.ntt.com/
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     ２ 当社の故意又は重大な過失によりその

本メニューを全く利用できない状態が生
じたとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の
利用できなかった時間について、そ
の時間に対応するその本メニューに
関する料金（基本額に限ります）。 

 

     ３ 提携事業者の事業休止等によりそのメ
ニューを全く利用できない状態が生じた
とき。 

そのことを当社が知った日から起算
し、再び利用できる状態となった日
の前日までの日数に対応するその本
メニューについての料金（基本額に
限ります）。 

 

 b aに関わらず、サービスレベル合意書に定めがある場合は、その定めるところに
よります。 

 c 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その
料金を返還します。 

 d aの表内の支払いを要しない本メニューについて、複数のCDN識別番号を合わせ
て１の利用料金を設定している等、CDN識別番号ごとの利用料金が不明確な場合、
その利用料金をCDN識別番号の数で割ったものを１のCDN識別番号の利用料金
とし、その利用料金に基づき支払いが不要な料金の額を算出します。 

 (E) 工事費の支払義務 
 a 本メニューの申込み若しくは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、

契約者は、当社が別に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前
にその申込み若しくは工事の請求の取消しがあった場合は、この限りでありませ
ん。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返
還します。 

 b 工事の着手後完了前に取消しがあった場合は、aの規定にかかわらず、契約者は､
その工事に関して取消しがあったときまでに着手した工事の部分について、その
工事に要した費用を負担していただきます。 

 (F) 当社は、共通編料金表通則の規定にかかわらず、本メニューに係る料金等を１の
CDN識別番号ごとに請求することがあります 。 

 (G) 本メニューには、当社のサービスサイト(https://sdpf.ntt.com/)又は当社が別
に定める料金プランがあります。 

 (H) (G)の料金プランには、その料金プランごとに当社が別に定める閾値があります。
契約者は、１の料金月においてその閾値を超過した場合は、使用料の基本額に加え
て使用料の加算額を支払うものとします。 
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 (I) 当社は、料金プランの変更の申込みがあったときは、その承諾日の翌料金月から

変更後の料金プランを適用します。 
 (J) 契約者は、使用料の基本額が減額となる料金プランの変更を請求することはでき

ません。ただし、契約期間を延長する場合であって、その延長前の契約期間満了日
の属する料金月の翌料金月に変更後の料金プランを適用する場合を除きます。 

 (K) 利用料金の算定に必要な事項が当社の機器の故障等により正しく測定すること
ができなかった場合の取扱いについては、当社が別に定めるものとします。 

  
 (7) CDN/Edge Platform Powered by Akamai 

A 提供条件等 
 (A) 用語の定義 

     用語 用語の意味  
     1 コンテンツデリバリーネッ

トワーク 
契約者が保持するホームページ等に係る情報の
一部を契約者の指定により、エッジサーバーに保
存し、その蓄積した情報の配信を行うもの 

 

     2 エッジサーバー 契約者が保持又は指定するホームページに係る
情報を自動的に蓄積する電気通信設備又はその
情報へのアクセス情報等の管理を行うために当
社若しくは提携事業者が設置する電気通信設備 

 

     3 ＣＤＮ識別番号 利用内容等を識別するための番号であって、CD
N/Edge Platform Powered by Akamaiの申込
みに基づいて当社が契約者に割り当てるもの 

 

  
 (B) 利用権の譲渡 

a 契約者は、共通編第13条（契約に基づく権利の譲渡）の規定にかかわらず、
CDN/Edge Platform Powered by Akamaiを利用する権利を譲渡することができ
ません。ただし当社が譲渡を承認した場合はこの限りでありません。 

 (C) 契約期間 
 a 本メニューには、契約期間があります。 
 b aの契約期間は、本メニューの提供を開始した日から起算して１年間とし、１年

後の契約期間満了日の１ヶ月前までに当社指定の方法により当社に本メニューの
利用を継続しない旨の申出が無い場合、契約期間は１年間自動的に延長されるも
のとします。以降についても同様とします。 
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 c 契約者は、bの契約期間内（本メニューの利用を継続しない旨の申出が無かった

ことにより延長された契約期間を含みます。c及びdにおいて同じとします。）に
本メニューの廃止があった場合は、当社が定める期日までに、残余の料金月数（廃
止のあった日の属する料金月の翌料金月から契約期間の満了日の属する料金月ま
でとします。）に対応する本メニューの利用料金（加算額を除きます。）に相当す
る額を一括して支払っていただきます。 

 d 契約者は、ｂの契約期間内に本メニューの利用内容の変更に伴う利用料金（加算
額を除きます。）の減額があった場合、当社が定める期日までに、残余の料金月数
（その減額となった料金月から契約期間の満了日の属する料金月までとします。）
に対応する減額分（加算額を除きます。）に相当する額を一括して支払っていた
だきます。 

 e 当社は、次の場合には、ｃ及びｄの規定を適用しません。 
 (a) 共通編第16条（利用中止）の規定に基づき本メニューの廃止又は利用内容の

変更があったとき 
(b) 契約期間を延長する場合において、その延長前の契約期間満了日の属する料
金月の翌料金月に利用内容の変更があったとき 

 (D) 契約者が行う本メニューの廃止 
 a 契約者は、本メニューを廃止しようとするときは、廃止しようとする日の１ヶ月

前までに当社指定の方法により当社に通知いただきます。 
 (E) 利用に係る契約者の義務 

 a 契約者は、共通編第32条（契約者の義務）に加え、次のことを守っていただきま
す。 

 (a) 当社が別途、当社のサービスサイト(https://sdpf.ntt.com)に定める適正利
用規定（CDN AUP）を遵守すること。 

 (F) その他条件 
 a 本メニューに係る通信において、当社は本メニューの提供範囲外の電機通信設備

に係る通信の品質を保証しません。 
 b 当社は、共通編第26条（データの消去）に定めるほか、共通編第16条（利用中

止）第1項各号に該当するときは、現にエッジサーバーに蓄積している情報の配信
を停止し、又は消去することがあります。 

 c bの規定により現に蓄積している情報の転送の停止又は消去を行う場合は、当社
は、あらかじめそのことを契約者に通知します。なお、緊急やむを得ない場合は、
この限りではありません。 
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 d 当社は、情報の蓄積又は転送等に伴う損害（bの規定により現に蓄積している情

報の転送の停止又は消去を行ったことに伴い発生するものを含む）については、
責任を負いません。 

 e 本メニューに係るその他の条件は、当社のサービスサイト(https://sdpf.ntt.co
m/)又は当社が別に定めるものとします。 

  
B 料金算定方法 

 (A) 本メニューの利用料金は、本別冊、当社のサービスサイト(https://sdpf.ntt.co
m/)又は当社が別に定める使用料とします。その料金額については、当社が別に定め
るものとします。 

 (B) 本メニューの工事に関する費用は、工事費とし、当社のサービスサイト(https:/
/sdpf.ntt.com/)又は当社が別に定めるところによります。その工事費の額について
は、当社が別に定めるものとします。 

 (C) 契約者は、当社が本メニューの提供を開始した日から起算して、契約の解除があ
った日までの期間（提供を開始した日と廃止のあった日が同一の料金月に属する場
合は、１料金月とします。）について、本メニューに係る利用料金の支払いを要しま
す。 

 (D) 利用料金の返還 
a 共通編第20条（料金の支払義務）の規定にかかわらず、契約者は、次の場合は本
メニューを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要しません。 

     区別 支払いを要しない料金  
     １ 契約者の責めによらない理由により、そ

の本メニューを全く利用できない状態（本
メニューに係る電気通信設備による全て
の通信に著しい支障が生じ、全く利用でき
ない状態と同程度の状態となる場合を含
みます。）が生じた場合（２欄又は３欄に
該当する場合を除きます。）にそのことを
当社が知った時刻から起算して、24時間以
上その状態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の
利用できなかった時間（24時間の倍
数である部分に限ります。）につい
て、24時間ごとに日数を計算し、そ
の日数に対応するその本メニューに
ついての料金（基本額に限ります）。 

 

     ２ 当社の故意又は重大な過失によりその
本メニューを全く利用できない状態が生
じたとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の
利用できなかった時間について、そ
の時間に対応するその本メニューに
関する料金（基本額に限ります）。 

 

https://sdpf.ntt.com/
https://sdpf.ntt.com/
https://sdpf.ntt.com/
https://sdpf.ntt.com/
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     ３ 提携事業者の事業休止等によりそのメ

ニューを全く利用できない状態が生じた
とき。 

そのことを当社が知った日から起算
し、再び利用できる状態となった日
の前日までの日数に対応するその本
メニューについての料金（基本額に
限ります）。 

 

 b aに関わらず、サービスレベル合意書に定めがある場合は、その定めるところに
よります。 

 c 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その
料金を返還します。 

 d aの表内の支払いを要しない本メニューについて、複数のCDN識別番号を合わせ
て１の利用料金を設定している等、CDN識別番号ごとの利用料金が不明確な場合、
その利用料金をCDN識別番号の数で割ったものを１のCDN識別番号の利用料金
とし、その利用料金に基づき支払いが不要な料金の額を算出します。 

 (E) 工事費の支払義務 
 a 本メニューの申込み若しくは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、

契約者は、当社が別に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前
にその申込み若しくは工事の請求の取消しがあった場合は、この限りでありませ
ん。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返
還します。 

 b 工事の着手後完了前に取消しがあった場合は、aの規定にかかわらず、契約者は､
その工事に関して取消しがあったときまでに着手した工事の部分について、その
工事に要した費用を負担していただきます。 

 (F) 当社は、共通編料金表通則の規定にかかわらず、本メニューに係る料金等を１の
CDN識別番号ごとに請求することがあります 。 

 (G) 本メニューには、当社のサービスサイト(https://sdpf.ntt.com/)又は当社が別
に定める料金プランがあります。 

 (H) (G)の料金プランには、その料金プランごとに当社が別に定める閾値があります。
契約者は、１の料金月においてその閾値を超過した場合は、使用料の基本額に加え
て使用料の加算額を支払うものとします。 

 (I) 当社は、料金プランの変更の申込みがあったときは、その承諾日の翌料金月から
変更後の料金プランを適用します。 
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 (J) 契約者は、使用料の基本額が減額となる料金プランの変更及びNetStorageのデ

ィスク容量を減少させる変更を請求することはできません。ただし、契約期間を延
長する場合であって、その延長前の契約期間満了日の属する料金月の翌料金月に変
更後の料金プラン及びディスク容量を適用する場合を除きます。 

 (K) 利用料金の算定に必要な事項が当社の機器の故障等により正しく測定すること
ができなかった場合の取扱いについては、当社が別に定めるものとします。 

 
別紙3～別紙5 （略） 

 
別紙3～別紙5 （略） 

  
 
 


